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令和７年度 第１回  

高野町農業委員会 定例会 

 

下記のとおり、高野町農業委員会定例会を招集した。 

 

開催日時    令和７年４月１６日（水） 

 

●開会時刻   午前９時５７分開会 

 

●開催場所   高野山テレワークセンター（旧管理棟） 

 

●出席委員     １番 森脇 伸宣 ２番 柳 葵 ３番 木村 金男  

４番 泉平 和廣 ５番 梶部 起左子 ６番 西辻 政親 

  ８番 上田 静可 ９番 井阪 晴美 

   

以上８名出席 

●出席推進委員 

以上０名出席 

           

●欠席委員   ７番 井手上 治己 １０番 下名迫 勝實 

     以上２名欠席 

 

●欠席推進委員 眞野 弘和  山本 和英 

以上２名欠席 

 

●事務局員  事務局長 田輪 文香 

事務局員 松本 斉・溝端 英人・関口 翔太 

 

● ●議事事項  議案第１号 「農地法第３条の規定による許可申請」について 

       議案第２号 「農地法第２条非農地証明付申請の承認」について 

議案第３号 「農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用

地利用集積等促進計画」の決定について 

協議第１号  令和７年度高野町農業委員会の開催日程について 

報告第１号  職員の任免について 

          その他  

●議事内容  次のとおり 



  

 

＊＊＊＊＊＊＊午前９時５７分 開会＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

事務局（松本 斉）  おはようございます。皆さんお揃いなので、定刻より少し早いですが始

めさせていただきます。 

令和７年度第１回高野町農業委員会定例会を開催いたします。 

さて、本委員会ですが、本日出席委員８名、欠席委員４名欠席の内訳

としまして、７番、井手上委員・１０番下名迫委員 眞野推進委員、山本

推進委員が欠席となっています。 

高野町農業委員会会議規則第１０条による規定数を超えていますの

で、本日の本委員会は成立していますのでご報告いたします。 

それでは、事務局長よりご挨拶お願いいたします。 

 

事務局長（田輪文香）  おはようございます。本日は、令和７年度第 1回目の農業委員会

ということで、どうぞよろしくお願いいたします。 

前任の茶原課長が退職されまして、私が後任となりました。これ

まで２年間、観光振興課で課長補佐として観光係を担当しておりま

した。 

  ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、まだまだ分からない

ことも多いので、いろいろと教えていただければ幸いです。どうぞ

よろしくお願いいたします。さて、本日高野山は少し肌寒いですが、              

昨日は高野山であられが降っていたようです。 

  この時期にあられが降るのはちょっと季節感が不思議ですよね。 

  桜もようやく咲き始めましたが、富貴のほうではもう咲いていま

すか 

満開でしょうか 

満開とのことです。花坂ではもう咲いているそうですが、高野山

だけが少し遅れているようです。まだ寒さの残る日もありますが、

どうか体調に気をつけて、この１年間、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

事務局（松本 斉）    はい、ありがとうございました。 

つづきまして、高野町農業委員会第２９条に基づく議事録署名委

員を事前に議長よりご指名いただいております。本日の署名委員は

１番の森脇委員、３番木村委員よろしくおねがいします。 

つづきまして、議長の選出について、高野町農業委員会規則第９

条により当委員会の会長となっておりますので、柳会長よろしくお

ねがいします。 

 

議長         はい、改めまして、おはようございます。 



  

このたび事務局長が交代となりましたので、心機一転、気持ちも 

新たに頑張ってまいりたいと思います。課長さんがおっしゃってい 

たように、最近は気温の変動が大きく、今日から 1週間ほどは暖か 

い日が続くとのことです。先日までは雨が降ったりして、少しどん 

よりとした天気が続いていましたが、これからは晴れの日が続くよ 

うですので、気持ちも前向きに、元気にやっていきたいと思います。 

それでは次第に沿って行いたいと思います。 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」事務局

より説明をお願いします。 

 

事務局（松本 斉）  それでは、座って説明させていただきます。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第３条第１項の規定により、農地の所有権の移転について許 

可申請があったので委員会の可否を求める。 

令和７年４月１６日提出、高野町農業委員会 会長 柳葵 

今回の申請は、１件でございます。農地の所在、・・・・・・・・・・・・・ 

場所については、・ページの航空写真をご覧ください。 

登記簿地目は・、現状地目は・・です。 

面積は合計・・・・・・です。権利の種別は・・・による・・・・・

です。 

譲渡人の住所、氏名、・・・・・・・・・・・・・・・・・、・・・・・・・・

氏 申請事由は、・・・・・・・・によるものです。 

譲受人の住所、氏名は・・・・・・・・・・・・、 ・・・・・・・・

氏です。 

申請理由としましては、・・・・・とのことです。 

補足説明としまして、現地調査につきましては、４月８日に、事

務局と井阪委員と実施しました。 

詳細については、・ページの調査書をご覧ください。 

１号の全部効率化要件については、・・・・・・・・・を行うとも

に、所有する機械の能力、農作業に従事する状況から見て、耕作事

業に供すべき農地を全て効率的に利用できるものと見込まれる計画

のため該当しません。 

また、２号の法人要件及び３号の信託要件については、・・・・の

ため適用はありません 

４号の農作業従事要件については、譲受人が年間・・・・・・日農

作業に従事すると見込まれる計画であるため該当しません。 

５号の下限面積については、下限面積撤廃により該当しません。 

また、６号については所有者以外の権限で耕作している者がいな

いため該当しません。 

次に７号の地域調和要件については、取得する農地で・・・・・・・・・・



  

の栽培を行い、効率的な営農を目指すとのことです。 

今回の申請地の位置から見て、農作業の効率的かつ総合的な利用

の確保に支障が生じないものと考えられます。 

以上のとおり、書類審査及び現地調査をしたところ、農地法第３

条第２項の各号に該当しないので、許可相当と考えております。 

ご審議お願いします。以上です 

 

 

議長         はい、ありがとうございます。現地調査報告について井阪委員よろ

しくお願いします。 

 

井阪委員       ９番井阪です。議案第１号について、令和７年４月８日に事務局の 

松本係長、関口主事と共に現地調査を行いました。当該申請地に於い 

ては、１件目の農地は現在、・・・・・があり耕作されています。今回

取得の農地で・・・・・・の栽培を行い、安定的な営農を目的とし 

ていることから引き続き取得した農地も効率的に耕作することが見 

込まれます。 

事務局説明のとおり現地において、農地法第３条の許可相当と判断 

しました。報告を終わります。 

 

議長        ただいま、事務局及び井阪委員より説明等がありましたが、ご意見、

ご質疑等ございませんか 

 

議長        これは・・・ですか。 

 

井阪委員       ・・・というか、・が何本かあって裏のほうに畑というか・・・とか

植っていてその上に・・を植えている、そこに・・・・があります。 

 

議長        ・・・・とまた違うのですか。  

 

井阪委員      それの続きです。 

 

事務局（松本 斉）  ・・・・はまえに・・・さんが購入された土地の境界から下ですね

家にかけて少し歪な形をしています。 

 

議長        大体、現況皆さん知っていると思うので、聞いたらわかると思うの 

ですけど、ほかに何かご質問はございませんか。 

それでは無いようですので、議案第１号については可決したいと思 

います。 

それでは議案第２号「農地法第２条非農地証明交付申請の承認」に 



  

ついて事務局より説明をお願いします。 

            

 

事務局（松本 斉） 議案第２号 農地法第２条非農地証明交付申請について 

別添の農地について、農地法第２条の農地でない旨の証明願いがあ 

ったので審議願いたい。 

令和７年４月１６日提出 高野町農業委員会 会長 柳葵 

今回の申請は・・・件でございます。 

農地の所在は、・・・・・・・・・・・・番地で場所につきましては、 

別添資料・・ページの地図をご覧ください。 

面積は・・・・・・・・・・平方メートル、申請者の住所氏名

は、・・・・・・・・・・・・・・・・・、・・・氏です。 

現地調査につきましては、４月８日事務局と下名迫委員と実施いた 

しました。 

後ほど、報告を行いますが下名迫委員が本日欠席のため、報告につ 

いては、事務局代読による許可を得ていますので報告します。 

申請者の・から・・・した土地で・・した時から・・は行っておら 

ず、現在は・・・化しております。 

以上・・件につきまして、現地確認及び書類審査いたしました結果、 

申請に必要な書類は全て添付されており、農地法第２条の非農地証明

の承認について承認相当と判断しました。以上です。 

 

議長        下名迫委員欠席ですので、事務局代読で現地調査報告お願いします。 

 

事務局（松本斉）  代読１０番下名迫です。議案第２号について、令和７年４月８日に 

事務局の松本係長、関口主事と共に現地調査を行いました。 

当該申請地に於いては、山林化等しており、農地としての復旧は困 

難であると考えています。また、周辺農地もすべて山林化等しており

営農等に影響を及ぼす恐れのないことから、本案件については、許可

相当と判断します。 

以上で報告を終わります。代読です。 

 

議長        はい、ありがとうございました。本件、これについてのご質問はご 

ざいますか。 

ないようですので、議案第２号については可決したいと思います。 

         続きまして、議案第３号「農地中間管理事業の推進に関する法律に基

づく農用地利用集積等促進計画の決定」について事務局より説明願い

ます。 

 

事務局（松本 斉） 議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地



  

利用集積等促進計画の決定について、農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１８条の規定により、別表、農用地利用集積等促進計画の決

定について意見を求める。 

令和７年４月１６日提出 高野町農業委員会 会長 柳葵 

・・・ページをご覧ください。今回の申請は・件で・・でございます。 

整理番号７－１農地の所在、・・・・・・・・・・ 他・筆です。 

登記簿は畑、現況地目は・ 合計面積は・・・平方メートル。 

権利設定は・・・・・権です。利用権の設定を受ける者の住所氏名、

和歌山県和歌山市茶屋ノ丁２－１ 公益財団法人和歌山県農業公社理

事長です。 

利用権の設定をする者の住所氏名、・・・・・・・・・・・、・・・・・・・

氏です。 

賃借を受ける者の住所氏名、・・・・・・・、・・・・・氏です。 

利用目的は畑です。期間は・カ年です。年間・筆で・・万円の・・・・・

でございます。 

以上です。ご審議お願いします。 

 

議長        ・・万円 ・・年・・万円。 

 

事務局（松本 斉） そうです、年間、・・筆で・・・万円です。 

・・・・・・・・・・・・・となります。 

一気に出来るかどうか分からないという事で・・・・出来るようにな

れば・・・したいと聞いています。 

 

井阪委員      ９番 井阪委員 現況、どうみても・・・と思います。 

 

事務局（松本 斉） すみません申請では現況、・・で出ていまして、それでは・というこ

とですみません失礼しました。 

それでは・・で訂正お願いします。 

 

議長        はい、ほかにご質問ございませんか。  

ご意見等がないようですので議案第３号については可決したいとお

もいます。 

続きまして、協議第１号「令和７年度 高野町農業委員会の開催日

程」について事務局より説明願います。 

 

事務局（松本 斉） 協議第１号 令和７年度高野町農業委員会の開催日程について  

令和７年度の高野町農業委員会開催日程（案）について、別紙のと

おり協議願いたい。 

令和７年４月１６日提出 高野町農業委員会 会長 柳葵 



  

１５ページに大まかな日程を書いております。この書き方ですが、

県の常設審議委員会から日程をいただいております。そこから逆算し

て、締切日と事務処理日等を設定しております。 

おおむね大体、毎月１５日前後に行う予定となっておりますが、昨

年のように事務がまわってなくて２０日以降の開催も今後ありえるこ

と思うのですが、ご迷惑をおかけしますけれども、大まかな目安とい

うことで、御了承願いたいとおもいます。 

 

議長        はい、ありがとうございます。 

これについて、何かご意見ご質問ございませんか。 

意見がないようですので協議第１号については同意したいとおもい

ます。続きまして、報告第１号「職員の任免」について事務局より説

明をお願います。 

 

事務局（松本 斉） はい、説明いたします。 

本来、一番初めにこの案件を出しておけばスムーズになるかもしれ

ないですけど、申し訳ございません。 

報告第１号職員の任免について、本委員会事務局職員について、下

記のとおり発令したので委員会に報告する。 

令和７年４月１６日提出 高野町農業委員会 会長 柳葵 

１．田輪文香 令和７年４月１日 高野町農業委員会事務局長を任命

する。 

２．松本 斉 令和７年４月１日 高野町農業委員会事務局係長を

任命する。 

３．溝端英人 令和７年４月１日 高野町農業委員会事務局員を任

命する。 

４．関口翔太 令和７年４月１日 高野町農業委員会事務局員を任

命する。 

５．茶原敏輝 令和７年４月１日 高野町農業委員会事務局長を免

ずる。 

６．垣内宏樹 令和７年４月１日 高野町農業委員会事務局係長を

免ずる。 

７．民農里英 令和７年４月１日 高野町農業委員会事務局員を免

ずる。 

令和７年４月１日付けの高野町の人事異動に伴う、農業委員会事務

局の異動についての報告でございます。 

垣内事務局係長、民農事務局員はそのまま、富貴支所、高野町の観

光振興課のほうで在籍はしております。 

ただ、農業委員会の事務局から外れたということになりますので、

御了承願います。以上です。 



  

 

議長        はい、ありがとうございます。報告第１号ですが、なにかご質問ご

ざいませんか。 

 

事務局（松本 斉） すみません、職員の着任の挨拶のほうを行わせてください。 

 

事務局（溝端英人） ご紹介にあずかりました。高野町富貴支所 溝端です。まだまだ、

不慣れな点も多く皆様から教えていただくことも、多くあると思いま

すが今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 

 

事務局（関口翔太） 高野町農業委員会事務局員に任命された、高野町観光振興課 

         関口翔太といいます。農業の発展に貢献できるようがんばりますので

よろしくおねがいします。 

 

事務局長（田輪文香）最初にご挨拶させていただきましたが、4 月 1 日付で観光振興課長

に着任いたしました田輪文香と申します。事務局長を務めさせていた

だくことになりました。農業については、まだ十分に理解できていな

い部分も多くございますので、今後さまざまなことを教えていただけ

ますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長        ほかに何かありますか 

ほかに意見が無いようですので、これで終了とさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊午前１０時２６分 閉会＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

この会議録は、高野町農業委員会事務局で作成したものであるが、その内容の正当なこ

とを証するため、ここに署名する。 

 

 令和７年  月  日 

                  会 長                  

  

 

                  署名委員 １番              

 

 

                  署名委員 ３番              

 

 

 


